
区 民 福 祉 委 員 会 

令和５年９月２２日 

旅館業法施行条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （宿泊を拒むことができる事由） 

第８条 法第５条第１項第４号の条例で定め

る事由は、次のとおりとする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕 

 〔同左〕 

第８条 法第５条第３号の条例で定める事由

は、次のとおりとする。 

 ⑴・⑵ 〔略〕      

   付 則 

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。 

 


